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い
わ
ゆ
る
「
国
策
捜
査
」
に
対
す
る
森
英
介
法
務
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
三
日
、
民
主
党
小
沢
一
郎
代
表
が
政
治
資
金
規
正
法
に
違
反
す
る
形
で
西
松
建
設
よ
り
献
金
を
受
け
て
い
た
と
し

て
、
小
沢
代
表
の
資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
る
公
設
第
一
秘
書
が
逮
捕
さ
れ
た
。
森
英
介
法
務
大
臣
は
同
月
十
一
日

の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
右
の
事
件
（
以
下
、
「
献
金
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
連
し
、
民
主
党
幹
部
が
「
国
策
捜

査
」
で
あ
る
等
、
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
個
別
の
事
件
捜
査
や
処
理
に
つ
い
て
検
察
を
指
揮
す
る
こ
と
は
毛
頭
考
え

て
い
な
い
」
、
「
国
策
捜
査
は
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
あ
い
ま
い
な
表
現
で
様
々
な
発
言
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
心
外

だ
。
検
察
当
局
が
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
捜
査
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
旨
発
言
（
以
下
、
「
森
発
言
」
と
い
う
。
）
し

て
い
る
と
承
知
す
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

国
策
捜
査
の
定
義
に
関
す
る
森
大
臣
の
見
解
如
何
。

二

「
森
発
言
」
に
は
「
検
察
当
局
が
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
捜
査
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
献

金
事
件
」
に
対
す
る
検
察
の
対
応
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
か
。
森
大
臣
の
認
識
如
何
。

三

本
年
三
月
二
十
一
日
付
の
毎
日
新
聞
夕
刊
一
面
に
、
「
西
松
献
金
事
件

捜
査
大
詰
め

世
論
次
第
の
『
国
策
』
批
判
」

と
の
見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
一
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
毎
日
記
事
一
」
に
「
に
わ
か

一



に
『
国
策
捜
査
』
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鈴
木
宗
男
衆
院
議
員
の
『
側
近
』
で
外
務
省
休
職
中
の
佐
藤
優
・

元
主
任
分
析
官
の
著
書
『
国
家
の
罠
』
（
〇
五
年
発
刊
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
中
で
、
担
当
検
事
は
『
こ
れ
は

鈴
木
宗
男
を
狙
っ
た
国
策
捜
査
』
と
告
げ
た
と
さ
れ
る
。
当
時
の
検
察
幹
部
に
よ
る
と
、
実
際
に
こ
う
し
た
や
り
と
り
が

あ
っ
た
と
い
う
。

鈴
木
議
員
は
〇
二
年
、
い
わ
ゆ
る
ム
ネ
オ
ハ
ウ
ス
問
題
が
浮
上
し
て
証
人
喚
問
な
ど
で
『
疑
惑
の
デ
パ
ー
ト
』
と
呼
ば
れ

た
。
当
時
の
検
察
幹
部
は
『
国
会
で
あ
れ
だ
け
騒
ぎ
に
な
っ
て
検
察
が
知
ら
な
い
ふ
り
は
で
き
な
い
』
と
振
り
返
る
。
佐
藤

元
分
析
官
は
国
策
捜
査
を
『
国
家
が
「
自
己
保
存
の
本
能
」
に
基
づ
い
て
（
中
略
）
初
め
か
ら
特
定
の
人
物
を
断
罪
す
る
こ

と
を
想
定
し
た
上
で
捜
査
が
始
ま
る
』
と
定
義
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
記
述
に
あ
る
様
に
、
検
察
と
し
て
、
あ
る
事

案
に
関
す
る
世
論
の
あ
り
方
を
、
捜
査
に
踏
み
切
る
判
断
基
準
に
す
る
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

四

平
成
十
四
年
六
月
に
逮
捕
さ
れ
た
当
方
を
取
り
調
べ
た
、
当
時
の
谷
川
宏
太
東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
副
部
長
は
、

取
り
調
べ
の
際
、
「
世
論
に
押
さ
れ
て
や
り
ま
し
た
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
出
た
も
の
で
何
ひ
と
つ
事
件
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
捜
査
と
い
う
も
の
で
す
」
と
の
旨
話
し
て
い
た
が
、
右
の
発
言
に
対
す
る
森
大
臣
の
見
解

如
何
。
な
お
、
右
の
谷
川
氏
の
発
言
を
記
録
し
た
文
書
は
な
い
が
、
当
方
の
記
憶
か
ら
、
谷
川
氏
が
こ
の
様
な
発
言
を
し
た

二



こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
と
こ
ろ
、
谷
川
氏
本
人
に
確
認
を
し
た
上
で
、
右
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
る
。

五

四
と
同
様
に
当
方
の
取
り
調
べ
を
行
っ
た
谷
川
氏
は
、
取
り
調
べ
に
お
い
て
「
始
め
か
ら
鈴
木
あ
り
き
の
国
策
捜
査
で
は

な
い
か
」
と
の
当
方
の
問
い
に
対
し
て
、
「
権
力
を
背
景
に
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
受
け
止
め
ら
れ
れ
ば
そ
の

通
り
で
す
」
と
の
旨
答
え
て
い
た
が
、
右
の
発
言
に
対
す
る
森
大
臣
の
見
解
如
何
。
な
お
、
右
の
谷
川
氏
の
発
言
を
記
録
し

た
文
書
は
な
い
が
、
当
方
の
記
憶
か
ら
、
谷
川
氏
が
こ
の
様
な
発
言
を
し
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
と
こ
ろ
、
谷
川
氏

本
人
に
確
認
を
し
た
上
で
、
右
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
る
。

六

「
森
発
言
」
に
は
「
検
察
当
局
が
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
捜
査
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
あ
る
が
、
で
は
、
検
察

当
局
が
何
ら
か
の
意
図
の
下
、
捜
査
を
差
し
控
え
る
こ
と
は
あ
る
か
。

七

本
年
三
月
二
十
二
日
付
の
毎
日
新
聞
二
十
九
面
に
、
「
『
西
松
』
献
金

総
選
挙
前
の
立
件

検
察
Ｏ
Ｂ
も
『
な
ぜ
？
』

以
前
は
影
響
に
配
慮

『
金
額
も
軽
微
』
指
摘
」
と
の
見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
二
」
と
い
う
。
）
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
毎
日
記
事
二
」
に
「
特
捜
部
の
捜
査
は
、
選
挙
へ
の
影
響
を
極
力
避
け
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
典
型

的
な
の
が
〇
〇
年
六
月
の
中
尾
栄
一
元
建
設
相
の
事
件
。
六
月
二
十
五
日
の
衆
院
選
投
開
票
日
を
待
ち
、
五
日
後
の
同
月
三

十
日
に
受
託
収
賄
容
疑
で
逮
捕
し
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
記
述
は
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
。
東
京
地
検
特
捜
部

三



と
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
る
刑
事
事
件
が
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
、
選
挙
前
の
捜
査
を
避
け
て
き
た
と

い
う
事
実
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


